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地域包括ケア推進調査特別委員会資料

地域支えあい推進部地域包括ケア推進課

中野区地域ケア会議について

区では、地域における多様なニーズに対し、区民が必要なサービスやしくみを活用し、可

能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、住まい、健康づくり、

予防、見守り、介護、生活支援、医療を一体的に提供する体制を効果的に推進することを目

的とし、すこやか地域ケア会議及び地域包括ケア推進会議（以下「地域ケア会議」という。）

を設置しており、令和２年３月現在、第５期（任期１年）を迎えているところである。

１ 経緯

介護保険法等で提唱される地域包括ケアシステムは、主に高齢者を対象としているが、

中野区では、高齢者だけでなく、子どもと子育て家庭、障害者などを含む地域のすべての

人にとっての総合的、包括的なケアシステムを構築していくこととし、それぞれに取組を

進めているところである。

地域ケア会議についても喫緊の課題である超高齢社会対策を主な議題としながら、その

成果を反映させ、対象を拡大していくこととしている。

２ 中野区における地域ケア会議の内容

中野区では、４つの日常生活圏域を設定し、それぞれの圏域に地域包括ケアシステムの

拠点であるすこやか福祉センターを設置するとともに、高齢者支援のための地域包括支援

センター（全８所）、見守り支えあい活動の拠点となる区民活動センター（全１５所）を

設置している。これらの体制を踏まえ、日常生活圏域（すこやか福祉センター圏域）ごと

の「すこやか地域ケア会議」と中野区全域を対象とした「中野区地域包括ケア推進会議」

の二層による会議体を設置している（詳細については、別紙１を参照）。

種類 すこやか地域ケア会議 中野区地域包括ケア推進会議

対象 日常生活圏域（すこやか福祉センター圏域） 中野区全域

主な

検討

事項

＜特性に応じた地域力の向上＞

① 地域の困難事例の検討及び解決

② 地域のネットワーク構築

③ 地域の課題発見及び解決

④ 地域の資源開発

⑤ 地域の取組を明らかにする

＜地域力の総合的な推進＞

① 区全体として取り組む課題の解決

② 区全体の情報共有及び連携強化

③ 地域包括ケアシステムの推進に必要

な制度や仕組みの提案

④ 地域包括ケアシステム推進のための

計画を策定、その進捗状況の点検及び

評価



３ 今後の展開

全世代向け地域包括ケアシステムの構築について議論できるよう、第６期（令和２年８

月、１０月開始）より、地域包括ケア推進会議やすこやか地域ケア会議の構成等について

必要に応じて見直しを検討する。なお、二層構造による会議体は維持していく。

（１）地域包括ケア推進会議

① 現行のプランを検証した結果をもとに、全世代向けの取組に生かしていく手法や考

え方を整理する。

② ①の視点で、現行プランの見直しとともに子どもと子育て家庭、障害者等に関する

取組を取りまとめる他、重点的に取り組む課題、新たな課題を抽出する。

③ 区と関係団体が「目指すまちの姿」等の目標と取り組んでいく課題について、共有

し、一体となって（仮称）地域包括ケアシステム総合計画を策定していく。

＜議題・検討事項（案）＞

○第５期（～令和２年７月）

地域包括ケアシステム推進プランの評価・検証及び見直しの方向性

（仮称）地域包括ケアシステム総合計画の骨子、基本的な考え方の決定

○第６期（令和２年８月～）

（仮称）地域包括ケアシステム総合計画の素案、案の検討

（２）すこやか地域ケア会議

① 引き続き、高齢者の個別事例について多職種協働による有効な支援方法を検討する。

② 高齢者の個別事例の検討により見えてくる地域の課題について議論を深め解決策を

講じる。

③ 地域課題が全世代に及ぶ影響を想定し、各世代や状況に応じた解決策を講じる。

＜議題・検討事項（案）＞

委員 別紙２のとおり

任期 １年

開催

回数

合計１６回程度

（年４回×４圏域）
年３回程度

その

他

具体的な課題検討のための部会の設置

① 在宅医療介護連携部会

② 生活支援・介護予防・就労・健康づく

り部会

③ 認知症等対策部会

④ 住まい・住まい方部会



○第５期（～令和２年９月）

高齢者の個別事例検討

全世代、全区民を対象とした地域包括ケアシステムの基本的な考え方の共有

○第６期（令和２年１０月～）

地域課題の分析によって区民、多職種との支援体制を検討

地域課題を地域包括ケア推進会議へ提案
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別紙１地域ケア会議（高齢者対象）のイメージ図

すこやか地域ケア会議
日常生活圏域＝すこやか福祉センター圏域を所管

〔３か月に１回程度〕

困難事例を具体的に検討することを通じて、課題を浮き彫りにすると

ともに、地域団体と専門職との連携、ネットワークの構築、地域資源（人

材）の開発など、地域力の向上に向けた検討を行う。

○町会・自治会

○民生児童委員

○医療関係機関

○介護事業者

○ケアマネジャー

○社会福祉協議会

○ボランティア団体

○シルバー人材センター

○警察・消防

○不動産事業者 など
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中野区地域包括ケア推進会議
〔全区を所管 年３回程度〕

地域包括ケアの推進に向けた区の全体の課題

を捉え、情報共有、連携強化、必要となる制度

やしくみ等を検討、立案する。
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地域ケア会議委員構成及び委員数（令和２年２月末現在）

１ 地域包括ケア推進会議（２９名）

学識経験者（２）/中野区医師会/中野区歯科医師会/中野区薬剤師会/東京都柔道整復師会中野

支部/中野区介護サービス事業所連絡会（２）/地域包括支援センター/ＮＰＯ団体（ＮＰＯ法人リ

ンク東山）/中野区町会連合会/中野区民生児童委員協議会/ボランティア団体（中野傾聴ボラン

ティアきくぞう、南中野ボランティアコーナー）/中野区友愛クラブ連合会/中野警察署/野方警

察署/中野消防署/野方消防署/支えあい協力事業所（生活協同組合コープみらい)/不動産事業者

団体（全日本不動産協会東京都本部中野・杉並支部、東京都宅地建物取引業協会中野区支部）/中

野区シルバー人材センター/中野区商店街連合会/東京商工会議所中野支部/中野区社会福祉協議

会/中野区（地域支えあい推進部長、健康福祉部長、都市基盤部長）

（１）在宅医療介護連携部会（２０名・作業部会は除く）

中野区医師会（２）/中野区歯科医師会（２）/中野区薬剤師会/東京警察病院（ＭＳＷ）/

中野区介護サービス事業所連絡会（３）/東京都理学療法士協会中野区支部/中野区フリー活動

栄養士会／総合東京病院（言語聴覚士）/ＮＰＯ団体（ＮＰＯ法人なかの里を紡ぐ会）/

中野区社会福祉協議会/地域包括支援センター/中野区（障害福祉課、介護・高齢者支援課、す

こやか福祉センター（３））

（２）生活支援・介護予防・就労・健康づくり部会（１５名）

中野区医師会/中野区歯科医師会/東京都柔道整復師会中野支部/中野区介護サービス事業所

連絡会（３）/東京都理学療法士協会中野区支部/東京都作業療法士会/中野区フリー活動栄養士

会/東京都言語聴覚士会/中野区社会福祉協議会/地域包括支援センター/中野区（介護・高齢者

支援課、保健企画課、すこやか福祉センター）

（３）認知症等対策部会（１４名）

中野区医師会（２）/中野区歯科医師会/中野区薬剤師会/中野区介護サービス事業所連絡会（５）

/中野区社会福祉協議会/社会福祉法人武蔵野療園しらさぎ桜苑/地域包括支援センター/中野

区（すこやか福祉センター（２））

（４）住まい・住まい方部会（１１名）

不動産事業者団体（全日本不動産協会東京都本部中野・杉並支部、東京都宅地建物取引業協

会中野区支部）/ＮＰＯ団体（ＮＰＯ法人中野住まいの相談室）/中野区介護サービス事業所連

絡会/中野区社会福祉協議会/地域包括支援センター/中野区（住宅課（２）、介護・高齢者支援課

（２）、福祉推進課）

※１団体１名。２名以上の場合（ ）内の数字は人数

２ すこやか地域ケア会議（中部３０名、北部２７名、南部２３名、鷺宮２２名） 計１０２名

地区町会連合会/地区民生児童委員協議会/ボランティア団体/地域包括支援センター/中野区

社会福祉協議会/中野区介護サービス事業所連絡会/中野区医師会/中野区歯科医師会/中野区薬

剤師会/東京都柔道整復師会中野支部/中野区（すこやか福祉センター所長）

※北部は、障害者相談支援事業所含む

※１団体の人数は圏域ごとに異なる

別紙２


